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群馬県において人シ場ダム建設事業が治水上必要であること・

群馬県において人シ場ダム建設事業が利水上必要であること。
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被控訴人らは，群馬県における八シ場ダム建設事業の治水上の必要性について，原審

における被控訴人ら準備書面（１）の５（１）（１１．１２頁)，（３）（１５．１６頁)，

同（９），同（１５)，同（１６)，同（１９）第４の２（１）（１９～２３頁)，同（２

１）第１（３～１０頁）及び同（２３）第３（２５～２８頁）において主張したところ

であるが，本準備書面において，原審での主張をあらためて整理し，併せて，平成２２

年９月から平成２３年１２月まで行われた国における人シ場ダム建設事業の検証の結

果を述べるとともに，その結果を踏まえてもなお群馬県において八シ場ダム建設事

業が治水上必要であることに変わりがないことについて述べることとする。

また，群馬県における八シ場ダム建設事業の利水上の必要性については，被控訴人ら

準備書面（１）において既に整理したところであるが，その必要性に関する上記検証の

結果について補充することとする。

Ｕ

なお，略語は，従前の例による。

第１群馬県における八シ場ダム建設事業の治水上の必要性

１利根川の概要等

（１）利根)Ilの概要と群馬県の利根川沿川の地勢

八シ場ダムは，利根川の主要な支流である吾妻川中流部の群馬県吾妻郡長野

原町に建設されるダムであり，利根川の洪水被害の軽減を図ることも目的とし

ている。そこでまず，利根｣||の概要等について述べる。

利根川は，幹川延長約３２２ｋｍ，流域面積約１万６８４０ｋｍ２（乙２１

号証）であり，日本最大の流域面積を有し，群馬県，栃木県，埼玉県，茨城県，

千葉県及び東京都の１都５県にまたがり，流域内人口は約１２１４万人にのぼ

る（乙２２１号証１頁)。

群馬県は，利根川の最上流部に位置し,幹線延長約３２２ｋｍのうち約５割

にあたる約１５２ｋｍ（乙２２号証）に接している。このうち，吾妻川合流地

点から下流沿川の１１市町（平成２４年１月１日現在）には，表１のとおり約

。

､



１３５万人の県民が居住しており，県内人口約２００万人の７割弱を占める地

域となっている（乙３４２号証４．５頁)。

表１利根川の吾妻川合流地点から下流治jIlの市町及び人口

(出典：群馬県統計情報提供システム「移動人口調査｣）に３４２号証４．５頁）

※平成２４年１月１日現在の常住人口

この地域は，吾妻川が合流する渋)||市から玉村町にかけては沿川に渋川市，

前橋市，高崎市，玉村町など，さらにその下流の利根)||を境として埼玉県と接

している地域には伊勢崎市，太田市など，広大で平坦な地形を活かした可住地

が多く占めていることから，各地域の拠点を中心に市街地が形成され，表２，

表３のとおり，県内の製造品出荷額の７割強（乙３４３号証８頁)，商品販売

額の８割強（乙３４４号証）を占める本県の社会・経済活動上の中心地域とな

っている。玉村町，高崎市，前橋市，吉岡町，渋川市は，首都東京と新潟とを

結ぶ関越自動車の沿線に位置するなど交通基盤も確立しており，首都圏発展の

一翼を担っている。また，平成２３年３月には北関東自動車道が全線開通し，

高崎市，前橋市，伊勢崎市，太田市などと栃木県，茨城県の主要都市や国際港

の常陸那珂港が連絡したことから，企業立地等の増加によりますますの発展が

見込まれる地域でもある。

山

７

市町名 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 渋)I|市 吉岡町

人口（人） 338.734 ３７Ｌ８７１ 207.264 2１７．００４ 8２．３７２ 2０．１２２

市町名 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町

人口（人） 37,353 1５，５８５ lＬ１８４ 1１．５３２ 40,078

治)||合計 県全体

1.353.009 1，９９９，１５０



表２利根川の吾妻川合流地点から下流拾)||の市町及び製造品出荷額

(出典：群馬県統計情報提供システム「平成２２年工業統計調査結果速報｣）（乙３４３号証８頁）

Ｃ

▽

※従業者４人以上の事業所

表３利根川の吾妻川合流地点から下流沿川の市郡及び年間商品販売額

(出典：群馬県統計情報提供システム「平成１９年商業統計調査結果の概要（確報)｣）（乙３４４号証）

（２）吾妻川の概要と名勝吾妻峡

人シ場ダムが建設される吾妻川は，源を群馬県と長野県の県境の嬬恋村鳥居

峠付近に発し，吾妻郡のほぼ中央を西から東に流下し，渋川市の大正橋上流付

近で利根｣||に合流する利根)||上流の支川延長約７６ｋｍ(乙３４５号証４５頁）

の主要な支流の一つであり，ハツ場ダム建設される長野原町のほか東吾妻町，

中之条町，嬬恋村，草津町，高山村及び渋川市の７市町村を流下している。

吾妻峡は，人シ場ダム建設予定地下流の約４ｋｍの区間で，吾妻川両岸を吾

\

●

８

市町名 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 渋ﾉ||市 吉岡町

M熊(千爪） 56.487 6９．３８３ 9９．３９４ 1９９．２７６ ２１，５８０ 1，７８７

市町名 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町

|f熊(千刑 1０．９４６ 4．１３４ 10.036 2１．４２２ 5８．８６１

治ﾉ'１合計 県全体

5５３．３０８ 7３８．１９３

市町名 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 渋)11市 吉岡町

Mi識(億円） 2３．８２５ 1７．４７０ ４．６８３ 7．１１１ 1，６４９ 3５５

市郡名 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町

Iii瀞棚） 1．１３１ 1７３ １１５ 1８２ 7７８

浴jll合計 県全体

57,471 68,300



妻川が深く浸食してできた渓谷であり，関東の耶馬溪と賞賛される景観を形成

している。昭和１０年に国に名勝に指定され，昭和６３年には利根)||治水１０

０年を記念した「利根川百景」の一つにも選定され，新緑や紅葉の季節をはじ

め，観光名所として知られている。

（３）利根川における洪水被害

利根川は，表４（乙３４６号証２－２６頁）のとおり，これまで度々大きな

洪水に見舞われているが，その洪水氾濫は，利根川流域の１都５県で死者数１

１００人を出した昭和２２年９月のカスリーン台風による未曾有の被害をみる

までもなく，首都圏ひいてはわが国全体の社会・経済活動に壊滅的被害をもた

らし，その機能を麻原させるおそれがある（乙１８号証の１）。

本県では,昭和２２年から２４年にかけてのカスリーン台風，アイオン台風，

キテイ台風で甚大な水害に見舞われ多数の犠牲者を出しており，また，最近で

も昭和５６年，５７年，平成１０年，１３年に大きな洪水が発生している（乙

３４７号証,乙１８号証の２，乙１８号証の３）。

特に，昭和２２年９月のカスリーン台風では，利根)１１上流域支流の沼尾｣||な

どの中小河川での土石流（山津波）や伊勢崎市・前橋市などの市街地の浸水に

より，本県だけでも，死者５９２名，負傷者３１５名，家屋流出・倒壊１万９

９３６戸，床上浸水３万１０９１戸，田畑の浸水６万２３００ｈａという大き

な被害が発生している（乙１８号証の１，乙２４号証)。

▼

９



表４主な洪水被害状況

(出典：人ツ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（乙号３４６証２－２６頁）

，

！

Ｈｇ３４＝：二

七

10

洪水発生年月 原因 被害状況

昭和22年9月 カスリーン台風

浸水家屋303,160戸，家屋流出倒壊23,736戸

家屋半壊7,645戸，田畑の浸水176,789hａ

※１都5県の合計値

昭和23年9月 アイオン台風 床下浸水1,523戸，床上浸水829戸

※利根)||，渡良瀬川の合計値

昭和24年8月 キティ台風

床下浸水1,792戸，床上浸水3,969戸

家屋倒壊流失639戸，家屋半壊1,044戸

浸水面積4,284hａ

※渡良瀬jll,鬼怒川,江戸川の合計値

昭和25年8月 台風 浸水家屋3,517戸※小貝)||破堤による被害

昭和33年9月 台風第22号 床上浸水29,900戸，浸水面積28,000hａ

※中)'１流域での被害

昭和34年8月 台風第７号 各所で護岸水制等の流出

昭和41年6月 台風第４号

床下浸水33,328棟，半壊床上浸水6,778棟

全壊流失２棟，農地浸水面積41,505hａ

宅地その他浸水面積10,739ha，

昭和41年9月 台風第26号

床下浸水5,212棟，半壊床上浸水534棟

全壊流失５８棟，農地浸水面積8,153hａ

宅地その他浸水面積3,529hａ

昭和49年9月 台風第14号，

16号， 18号

床下浸水1,582棟，床上浸水３８棟，全半壊４棟

農地浸水面積720ha，宅地その他浸水面積346hａ

昭和56年8月 台風第15号 床下浸水646棟，床上浸水269棟，全半壊２棟

農地浸水面積1,568ha，宅地その他浸水面積l20ha

昭和57年7月 台風第10号 床下浸水1,478棟，床上浸水137棟，全半壊４棟

農地浸水面積234ha，宅地その他浸水面積l30ha

昭和57年9月 台風第18号 床下浸水27,458棟，床上浸水7,384棟，全半壊５

棟

農地浸水面積4,262ha，宅地その他浸水面積４，６８

8hａ

平成10年9月 台風第５号 床下浸水736棟，床上浸水110棟，全半壊２棟

農地浸水面積1,545ha，宅地その他浸水面積２２hａ

平成13年9月 台風第15号 床下浸水130棟，床上浸水２６棟，

農地浸水面積216ha，宅地その他浸水面積l01ha

平成14年7月 前線，

台風第６号

床下浸水496棟，床上浸水120棟，

農地浸水面積685ha，宅地その他浸水面積122hａ

平成16年10月 台風第23号 床下浸水350棟，床上浸水３０棟，

農地浸水面積３９ha，宅地その他浸水面積９hａ

平成１９年9月 台風第９号 床下浸水５２棟，床上浸水４６棟，全半壊３２棟

農地浸水面積３９ha，宅地その他浸水面積２０hａ



国土交通省は，平成１７年に「利根川水系浸水想定区域図」（水防法１４条

１項に規定する浸水想定区域を示したもの）を公表し，同年時点での河道整備

状況と既設洪水調節施設の状況等を前提に，カスリーン台風と同規模の大雨が

降って利根｣||上流，下流及び江戸川で決壊した場合について，それぞれの氾濫

区域と浸水深を明らかにしている。この浸水想定区域は群馬県，栃木県，埼玉

県，茨城県，千葉県及び東京都の１都５県に及び，その面積は約１８００ｋｍ２，

区域内人口は約３７７万人，家屋数は約１３７万戸となっている。中でも被害
かぞ

が最大となるのは，埼玉県加須市（|日北埼玉郡大利根町）弥兵衛（利根jll右岸

１３６ｋｍ）地先において堤防が決壊した場合であり，その被害額は約３４兆

円に達するものと想定されているに１９８号証の２参考文献⑭)。

また，平成２２年４月に発表された内閣府の中央防災会議「大規模水害対策

に関する専門調査会」の報告では，表５のように氾濫特性の違いにより６つの

氾濫の類型を設定し，２００年に１度（１／２００）の発生確率の洪水で利根

川の堤防が決壊した場合における洪水氾濫想定計算を行っている（乙３４８号

証２７頁)。これによると，例えば，埼玉県加須市弥兵衛地先の堤防が決壊し

た首都圏広域氾濫の場合では，昭和２２年のカスリーン台風洪水による浸水被

害と同じ氾濫形態に相当するが，数日にわたって浸水域が拡大して東京都区部

まで氾濫流が達する場合があり，浸水面積が約５３０ｋｍ２，浸水区域内人口
おうら

ｶﾖ約２３０万人,死者数約２６００人の被害が想定されている。またｙ本県邑楽

郡千代田町舞木地先を堤防決壊箇所として想定した渡良瀬貯留型氾濫の場合で

は，渡良瀬｣||，利根jllに挟まれる地域の標高が周辺より低く，氾濫水が利根川

と渡良瀬川の堤防に囲まれた範囲で貯留するため，最大浸水深が５ｍを超え，

建物の３階まで浸水するなどの被害が想定されており，浸水面積約１４０ｋｍ２，

浸水区域内人口約１０万人，死者数約６２００人となると想定されている。さ
こが

ら}こ,茨城県古河市中田地先の堤防が決壊した古河・板東沿)||氾濫の場合では，

浸水面積約１３０ｋｍ２，浸水区域内人口約１１万人，死者数約６３００人と

Ｖ

UＵ
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なる被害が想定されており，渡良瀬貯留型氾濫と同様に深さ５ｍ以上浸水する

地域が多くあることから，死者数については６つの氾濫の類型の中で最大にな

るとしている（表５参照。乙３４８号証２７頁，４０頁)。

なお，いずれの氾濫の類型でも浸水継続時間が長期間に及ぶ地域が存在し，

特に首都圏広域氾濫では約１２０ｋｍ2の範囲で２週間以上浸水が継続するの

をはじめ，渡良瀬貯留型氾濫，古河・坂東治川氾濫や野田貯留型氾濫でも，多

くの地域において２週間以上の浸水継続が想定されている（乙３４８号証３２

頁)。

このような被害を軽減するため，利根川の治水対策は，本県を含む首都圏ひ

いてはわが国全体にとって不可欠なものとなっている。

ロ

、

表５各類型別代表決壊地点と浸水面積，浸水区域内人口及び死者数の想定結果

（出典：大規模水害対策に関する専門調査会報告（乙３４８号証２７頁,４０頁）

※氾濫による最大の影響を把握するため，排水対策で最も厳しい条件となるポンプ運転，水門操作

及びポンプ車による排水のいずれもが無いケースによる計算結果を表示

1２

類型名
想定決壊箇所

(利根)''何口からの距離）

浸水面積

(k､，）

浸水区域内

人口（人）

死者数

(人）

①本庄・深谷治)'１氾濫
埼玉県本庄市山王堂地先

(右岸182.5km）
約2５ 約19,000 約2０

②首都圏広域氾濫
埼玉県加須市弥兵衛地先

(右岸136km）
約530 約2,300,000 約2,600

③野田貯留型氾濫
千葉県野田市台町地先

(右岸１１８５km）
約5５ 約61,000 約3,300

④伊勢崎・太田拾)||氾濫
群馬県太田市大館地先

(左岸172.5km）
約7０ 約43,000 約200

⑤渡良瀬貯留型氾濫
群馬県千代田町舞木地先

(左岸1595kJ､）
約140 約100,000 約6,200

⑥古河・坂東治ﾉ||氾濫
茨城県古河市中田地先

(左岸132km）
約130 約110,000 約6,300



(４））利根川の治水

江戸時代以前の利根川は，現在の利根川の支川となっている渡良瀬川や鬼怒

川とは別の川であり，ｊｌｌ筋も一定せず，洪水のたびに変流していたが，徳川家

康の江戸入府を契機に，埼玉平野の新田開発や舟運路網の整備，江戸の洪水対

策などを目的として,東京湾へ流れていた利根川の流路を太平洋に変更した｢利

根川の東遷」と呼ばれる流路変更が行われている（乙１８号証の１の３．４頁，

乙３４６号証２－１７頁)。しかし，この東遷以降も，利根川は，長年にわた

って度々氾濫を繰り返し（乙１８号証の１，乙３４６号証２－２０～２－２６

頁)，その都度堤防の改修が行われてきたが，改修の履歴が明らかになってお

らず，堤防の内部構造に不明な点が多いことから，破堤の危険性が至る所にあ

るといわれ（乙３４６号証２－３６頁，乙３４９号証３頁)，近年においても

利根川の洪水時には堤防の多くの箇所から漏水が発生しており（乙３５０号証

１７頁)，水防活動により辛うじて被害を最小限に食い止めている状況にある。

昭和２２年９月のカスリーン台風による未曾有の被害を教訓として，水防活

動が円滑に行われるよう，昭和２７年から国や群馬県，栃木県，埼玉県，茨城

県，千葉県，東京都及び神奈川県の１都６県等の主催により，毎年，利根)||等

の河川敷で「利根川水系連合水防演習」が実施されている（乙３５１号証)。

なお，平成２３年度は，東日本大震災の影響等により中止されている。

このように破堤の危険性が至る所にある利根)11の治水対策は，後述する利根

川治水計画に基づき，堤防強化等の河道整備,本支川上流域でのダム群の整備，

中流域での調節池の整備，下流域での放水路や排水機場の整備など，それぞれ

の地域で役割分担し，水系全体として徐々に治水安全度の向上が図られてきて

おり，八シ場ダム建設事業もその一環のものである。

！

利根川の治水計画

）利根川の治水計画の沿革

２

(１）
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利根)||は，流域下流部に首都圏が位置するため，上記１（３）（９～１２頁）

に述べたとおり，一度大洪水に見舞われると首都圏ひいてはわが国全体の社会

・経済活動に壊滅的被害をもたらし，その機能を麻揮させるおそれがあること

から，河川砂防技術基準同解説計画編に示されるとおり，重要度Ａ級（河川の

重要度としてＡ級からＥ級までの５階級があり，Ａが最も重要度が高い｡）の

河川として，治水安全度１／２００の計画規模（おおむね２００年に１度程度

の確率で発生する洪水被害を防ぐための計画規模）の河川とされている（乙１

９８号証の２参考文献⑦３．４頁。なお，他の１／２００の計画規模の河川

としては，荒｣||，多摩川，庄内)||，淀)||等がある。もっとも，近年の地球温暖

化の影響により，１／２００の治水安全度は１／１００程度まで低下するとい

う指摘もある（乙２７５号証の１の２７頁，乙２７５号証の２参考資料⑪の

第５章防災・沿岸大都市分野１３頁)｡)。

利根)||の治水計画については，明治２９年に河川法が公布され，明治３３年

に基準地点における計画高水流量や工事に関する事項等を定めた「利根川改修

計画」が策定されて以来，大規模な洪水被害の発生や流域の社会経済の発展等

を踏まえ，表６のように，度々計画の見直し等が行われている（乙２７５号証

の２参考資料③１頁，乙３５２号証)。

\

汀
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表６利根川の治水計画における計画高水流量等の変遷
●

(出典：社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会資料（抜粋）（乙２７５号証の２参
資料③）１頁及び利析

１

※基本高水とは，河川流域に降った計画上想定している規模の降雨が，ダム等の洪水調節施設による調整を受

けず，そのまま河川に流れ出た場合の流量ことで，基本高水のピーク流量は，基本高水の最大流量のこと

※計画高水流通とは，基本高水からダム等の洪水調節施設での洪水調節量を差し引いた流量であり，河道を流

れる流量のこと

1５

考資料⑨）１頁及び利根Ⅱ|ﾌk系河Ⅱ|蕊備其本方針の涛宗につい-r評者率夷轡HＳＬ（ァ且貝ワニ証､

策定年
計画又は
方針名称

量
の
ｊ

流
水
量

水
高
流

高
本
ク

画
基
一

計
ｌ
ピ 計画概要

明治
33年

利根川改修
計画

利根川上流にお
いて

3,750,3／秒

･明治18年，２９年等の洪水が契機

･明治18,23,27,29年の４洪水の平均により計

画流量を決定

･利根111河口部から上流へ改修に着手

明治､
44年

利根)１１改修
計画改定

利根｣||上流にお
いて

5,570,3／秒

･明治40年，４３年洪水が契機

･５～10年に１回程度発生する洪水を基本とし

て計画流量を決定

･小貝)||合流点から下流は,引堤の実施直後で，

地域への影響から再度の引堤は困難

･河道掘削でできるだけ対応，増分については

渡良瀬遊水地による洪水調節と江戸川への流

下で対応

昭和
14年

利根川増補
計画

八斗島において
10,000,3／秒

･昭和10年，１３年洪水が契機

･上流部は昭和10年の実績流量を基本として計

画流量を決定

･下流部及び布I||狭窄部の引堤が困難であるた

め，全)I|にわたり何道掘削で対応

･増分は利根川放水路で対応

昭和
24年

利根川改修
改訂計画

八斗島基準地点
において

14,000,3／秒
(17,000,3／秒）

･昭和22年のカスリーン台風洪水について，上

流部で氾濫が生じていた状態での実績流量か

ら基本高水のピーク流量を設定

･流量増分は，上流ダム群による洪水調節と利

根川上流，江戸)11での大規模な引堤で対応

･利根川下流では，布川狭窄部での大幅な流量

増が困難なため，調節池と利根１１１放水路の機

能を拡大

昭和
55年

利根川水系
工事実施基
本計画

八斗島基準地点
において

16,000,3／秒
(22,000,3／秒）

･カスリーン台風洪水について，八斗島基準地

点上流の河川整備等による氾濫量の減少を考

慮し，基本高水のピーク流量を変更

･土地利用状況，沿川地域への影響から利根jll

上流，江戸川での再引堤は困難であるため，

できるだけ河道掘削で対応

｡それ以上の増分は,上下流バランスに配慮し，

上流ダム群の分担量を増加

平成
18年

利根)１１水系
河川整備基
本方針

八斗島基準地点
において

16,5001,3／秒
(22,000,3／秒）

･八斗島基準地点の基本高水のピーク流量は既

定計画を踏襲することとし，洪水調節施設流

量と計画高水流量を変更

･河道内調節池の掘削増など河道の有する遊水

機能の一層の増強等，既設洪水調節施設の徹

底した有効活用を図るとともに，洪水調節施

設を整備し，洪水調節流量を確保



（２）昭和２４年策定の「利根）||改修改訂計画」について

河川の治水計画は，基準となる地点での計画規模の洪水を想定し，これに対

する河道の整備とダム等の洪水調節施設の配置等を計画するものであるが，昭

和２２年９月のカスリーン台風による被害があった後の昭和２４年には，
やったじま

ノ(斗島基準地点の基本高水のピーク流量をカスリーン台風による八斗島基準地

点での実績最大流量である１万７０００，３／秒とし，その１万７０００，３／

秒のうち３０００，３／秒を上流の洪水調節施設等で調節し，１万４０００，３

／秒を河道で分担するとした「利根川改修改訂計画」が策定された。

八斗島基準地点での実績最大流量１万７０００，３／秒という数値は，八斗

島より上流域の利根)||本川及び流入する各支)||で氾濫があったこと（乙２７５

号証の２参考資料④，⑤）を踏まえると，八斗島基準地点の利根川河道内を通

過していった実績流量の最大流量であるといえる。すなわち，カスリーン台風

当時，八斗島基準地点の流量観測の実測値がなかったことから，八斗島基準地
から十かんな

点より上流の利根jIlの上福島地点，烏）||の岩鼻地点及び神流川の若泉地点の

３地点の流量観測結果を流下時間の時間差を考慮して算出された八斗島基準地

点の１万６８５０，３／秒という数値（昭和３０年代に洪水流出計算法として

開発され現在多くの一級水系で用いられている貯留関数法（※１）により算出

された流量ではない｡）をもとに，各都県の意見と経済安定本部の諮問機関で

ある治水調査会での審議を経て，八斗島基準地点の基本高水のピーク流量をカ

スリーン台風当時の実績最大流量１万７０００，３／秒としたものである（乙

Ｖ

２７５号証の１の４～７頁)。
Ⅱ

（３）昭和５５年策定の「利根川水系工事実施基本計画」について

昭和５５年には，利根｣||流域の社会的，経済的発展に合わせて，当時の出水

特性を検討し，建設省（現国土交通省）の諮問機関である河川審議会の審議を

経て，八斗島基準地点の基本高水のピーク流量を２万２０００，３／秒とし，

うち６０００，３／秒を上流の洪水調節施設等で調節し，１万６０００，３／秒
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を何道で分担するとした「利根川水系工事実施基本計画」（乙３号証）が策定

された。

八斗島基準地点の基本高水のピーク流量２万２０００，３／秒という数値は，

都市化の進展に伴う治水安全度の向上等の社会的要請や将来の河川整備等を考

慮し，将来的な洪水防御の計画値であり，カスリーン台風と同程度規模の降雨

があった場合において，八斗島基準地点より上流にダム等の洪水調節施設が存

在しないという条件で，八斗島基準地点を通過すると推計される計算上の流量

（カスリーン台風時の３日雨量で貯留関数法により算出）として設定されてい

るものである。そのため，昭和５５年時点の洪水調節施設等の状況を前提に，

カスリーン台風と同程度の規模の降雨があった場合に，八斗島基準地点の洪水

流量が２万２０００，３／秒になるというものではない。また，上記（２）（１

６頁）に述べた昭和２２年９月のカスリーン台風当時の実績最大流量１万７０

００，３／秒とは，考え方も計算方法も異なっていることに注意すべきである

に１９８号証の１の４～６頁，乙２７５号証の２参考資料⑪)。

なお，昭和５５年の「利根川水系工事実施基本計画」策定の際には，八斗島

基準地点における基本高水のピーク流量について，治水上の安全を考慮し，観

測史上最大流量であるカスリーン台風時の雨量をもとに貯留関数法により算出

した流量（２万２０００，３／秒）と１／２００確率流量（総合確率法（※２）

という計算手法により算出された２万１２００，３／秒）のいずれか大きい方

を採用することとし，その結果前者が採用されている（乙１９８号証の１の５

コイ

・６頁)。
ピ

（４）平成１８年策定の「利根)||水系河jll整備基本方針」について

平成１８年２月，改正後の河川法１６条に基づき，社会資本整備審議会の意

見（｢社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会」（以下

「小委員会」という｡）の審議と「社会資本整備審議会河川分科会」での議決）

を聴いた上で，国士交通大臣は，「利根川水系河川整備基本方針」（乙２２１
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号証）を策定した（なお，同法１６条の２に基づき，同方針に沿って定められ

る「利根川水系河川整備計画」については，今後策定される予定である｡)。

利根川水系河川整備基本方針において，上記（３）（１６．１７頁）に述べ

た昭和５５年策定の「利根川水系工事実施基本計画」における八斗島基準地点

の基本高水のピーク流量２万２０００，３／秒については，小委員会で妥当と

され，そのまま引き継がれたが，利根川の河道分担量は，河道の流下能力が増

大している（広域地盤沈下により利根川の堤防・流路ともに沈下したが，堤防

は沈下量に合わせて嵩上げをしている｡）こと等を考慮し，昭和５５年策定の

「利根川水系工事実施基本計画」より５００，３／秒増やし，１万６５００，３

／秒とし，他方で洪水調節施設による調節量は５００，３／秒減らし，５５０

０，３／秒としている（乙１９８号証の１の８．９頁，乙２２１号証２０頁)。

ちなみに，本準備書面第２（２５～３４頁）に後述するとおり，基本高水の

ピーク流量については，これまでに蓄積されたデータや知見を踏まえ，平成２

３年に国においてあらためて検証されており，基本高水のピーク流量２万２０

▽

ＯＯｍ３／秒は変更されていない。

※１貯留関数法（乙２７５号証の１の１１頁）

貯留関数法とは，流域内に降った雨がその流域に貯留され，その貯留量

に応じて流出量が定まると考えて，流出量を推計する流出解析の手法であ

る。具体的には，流出量を求めようとする地点（例えば，利根川では八斗

島基準地点）の上流を支川の合流などを考慮していくつかの小流域と河道

に分割する。分割した小流域や河道をつなげていってモデル化し，このモ

デルに降雨を与え，小流域や河道での貯留量に対して，それらの時間差を

考慮しながら流出量を計算していき，その流出量を上流から下流へと引き

渡し，合流させていく。このような計算を各時間ごとに行い，最終的に求

めようとする地点の流出量を計算するという手法である。この貯留関数法

イ
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は，国士交通省が管理する多くの河川における洪水の流出計算で用いられ

ている手法である。

※２総合確率法（乙２７５号証の１の２０頁）

地域分布や時間分布が異なる多くの降雨パターンの実績降雨を代表降雨

群とし，それらを任意の確率規模（例えば１／５０，１／１００，１／２

００など）の雨量に引き伸ばし，これらが降雨として生じたものと仮定し

て，それぞれのケースごとに貯留関数法による流出計算を行い，求められ

た洪水流量群を統計処理して，必要とする確率規模の洪水流量を算出する

Ⅵ

というものである。

（５）「利根川水系浸水想定区域図」について

利根川の治水計画ではないが，上記１（３）（１１頁）に述べた平成１７年

公表の「利根川水系浸水想定区域図」について，ここで付言する。

「利根川水系浸水想定区域図」の作成に当たっては，平成１７年時点の何道

の整備状況と既設洪水調節施設の状況等を前提にして，カスリーン台風の実績

降雨の計算を行い，八斗島基準地点に流出するピーク流量を１万６７５０，３

／秒と算出しているに２７８号証の１の１２頁，乙２７５号証の２参考資料

⑪)。

八斗島基準地点より下流の川俣地点では，平成１７年時点の現況の流下能力

が約１万４０００，３／秒程度しかなく，八斗島基準地点から川俣地点までの

間の支川合流量が約１０００，３／秒程度であることを考慮すると，平成１７

年時点の現況の河道における八斗島基準地点での評価は約１万３０００，３／

秒程度であることから，八斗島基準地点を１万６７５０，３／秒が流下した場

合にはその下流部において氾濫が発生するおそれがあるとされている。

上記に述べたことを踏まえ，氾濫区域と浸水深を明らかにしたものが「利根

川水系浸水想定区域図」である（乙１９８号証の２参考文献⑭)。

（６）八シ場ダムの治水計画

ぜ

1９



ア八斗島基準地点より上流の利根川上流域は，図１のとおり，奥利根流域，

烏川・神流)||流域及び吾妻川流域の３つの流域に分けられる。カスリーン台

風の際は烏川・神流川流域に多くの雨が集中したが，過去の洪水では様々な

地域に降雨が偏るといった数多くの降雨パターンがあり（図２参照)，特定

の地域に降雨が集中するとは限らない。このため，利根)||の治水計画におい

ては，利根川上流域の様々な地域に降雨が偏っても治水対策ができるように

洪水調節施設を配置することとされており，奥利根流域には矢木沢ダム，奈

良俣ダム，藤原ダム，相俣ダム及び薗原ダムの５つのダム，鳥川・神流川流

域には下久保ダムの合計６つのダムが建設済みであるが，上流域の面積の約

４分の１を占める吾妻川流域には洪水調節機能を有する大規模なダムはな

く，八シ場ダムがその機能を果たすこととなっている（乙１９８号証の１の

可

１０．１１頁)。

図１利根川上流域の流域及びダム配置図

(出典：人ツ場ダム工事事務所ホームページ「Ｑ＆ＡＱ－１」）
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図２過去の主な洪水時における利根川上流の雨量分布の比較

(出典：八ツ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（乙３４６号証５－２頁)）
、
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イ人シ場ダム建設に関する基本計画において，八シ場ダムは，１ダムで吾妻

川流域のおよそ半分の面積にあたる約７０８ｋｍ2に降った雨を集めて洪水

調節するもので，洪水調節容量は６５００万ｍ３（６５ｋｍ2の地域が水深１

ｍで浸水した水量）あり，洪水調節量は２４００，３／秒で，八シ場ダム地

点での最大流入量３９００，３／秒（総合確率法による１／１００確率流量）

をダム下流の何道へ放流する際の放流量を１５００，３／秒に低減すること

ができるものとされている。また，集水面積約７０８ｋｍ2及び洪水調節容

量６５００万ｍ３とも，利根川上流域の既設の６ダムと比較すると最大規模

一を有するものである。（乙１号証７頁，乙１９８号証の１の１０．１１頁，

乙２７５号証の１の１９．２０頁）

なお,八シ場ダムの下流への放流量等について，本準備書面第３の２（１）

ア（イ）（３８～４２頁）に後述するとおり，八シ場ダム建設事業の検証に

ざ
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おいては，現行計画よりもさらに洪水調節の効果が発揮できるよう見直しが

検討されている（乙３４６号証４－１７頁)。

ところで，利根)||本川では，上記２（１）（１３．１４頁）に述べたとお

り，治水安全度の計画規模は１／２００確率流量（八斗島基準地点の基本高

水のピーク流量については，上記２（３）（１６．１７頁）に述べたとおり，

工事実施基本計画の策定の際には，１／２００確率流量と貯留関数法により

算出された観測史上最大流量のいずれか大きい方を採用することとし，観測

史上最大流量の２万２０００，３／秒とされ，上記２（４）（１７．１８頁）

に述べたとおり，河川整備基本方針においても同値とされた｡）で計算され

ているが，利根)ilの支川吾妻川に建設される八シ場ダムでは，治水安全度の

計画規模が１／１００確率流量で計算されているに２７５号証の２参考資

料③２頁)。これは，河川砂防技術基準同解説計画編に示されるとおり，同

一水系内における洪水防御計画の策定に当たっては，その計画の規模が上下

流，本支川のそれぞれにおいて十分な整合`性を保つよう配慮することとされ

ているためである（乙３５３号証)。「整合性を保つ」とは，治水安全度の

計画規模を上下流の間，本支川の間で揃えるという意味ではない。例えば，

上流や支川の治水安全度の計画規模を本川と同様に高くすれば，計画規模を

超える洪水（以下「超過洪水」という。）時に河道を流下する流量が増え，

下流や本川の流量も増加することになり，他方，上流や支｣||の計画規模を本

川より低くすれば，超過洪水時に河道を流下する流量が減り，下流や本川の

流量も減少することになる。したがって,単純に治水安全度の計画規模を揃

えた場合には，超過洪水が発生した際，上下流の間では下流が，本支川の問

では本川がより危険になるのが一般的である。このため，利根川のような重

要度が高く広大な流域と多くの支川を持つ水系では，最終的に洪水を流下さ

せる本川の治水安全度に対して，流入する支川の治水安全度を低くすること

により，洪水被害をできる限り流域全体で分散し，万一破堤等が発生した場

：
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合に甚大な被害が予想される利根川の特定の地域に過度に危険が集中するこ

とのないよう配慮されているのである。

ウハ斗島基準地点における人シ場ダムの洪水調節効果をみると，利根川上流

域の国及び独立行政法人水資源機構が管理する既設６ダム合計の洪水調節効

果量は，昭和１２年から昭和４９年までの３１洪水で０，３／秒～２７６４

，３／秒（平均約１０００，３／秒）であるの対し（３１洪水の各洪水時の降

雨量を１／２００確率規模の降雨量（八斗島基準地点上流の流域平均雨量３

１９ｍｍ／３日）に引き伸ばしてダムによる洪水調節効果量を計算したも

の)，八シ場ダムの洪水調節効果量は，３１洪水で０，３／秒～１４８７，３

／秒（平均約６００，３／秒）と算出されている（乙１９８号証の１の１１

頁，乙２２０号証の２)。この点に関し，本準備書面第３の２（１）ア（イ）

（４１．４２頁）において後述するとおり，八シ場ダム建設事業の検証にお

いては，八斗島基準地点における洪水調節効果量を，昭和２２年から平成１

０年までの流量規模の大きな８洪水で，河川整備計画相当の目標流量１万７

０００，３／秒に対する効果量で計算しており（八斗島基準地点の流量が１

万７０００，３／秒となるように雨量を引き伸ばして（昭和２２年９月洪水

については引き縮めして）計算)，その効果量は既設の６ダム，群馬県管理

の３ダム，八シ場ダム等の合計で２８４０，３／秒～５５４０，３／秒，八ツ

場ダムで１００，３／秒～１８２０，３／秒と算出されている（乙３４６号証

’

４－２２頁)。

さらに，上記１（４）（１３頁）に述べたとおり，利根川には破堤の危険

性が至る所にあり,洪水時には堤防の多くの箇所から漏水が発生しているが，

利根)||下流部までの一連の区間において水位を下げることに寄与する人シ場

ダムは，破堤の危険性を低くする効率的な治水対策といえるのである。

エなお，この点に関連し，水戸地裁において大熊証人は，ＴＲＤ工法（連続

地中壁工法)を堤防に応用していけば堤防を強化することが可能である旨述
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べている（甲Ｂ７３号証３０３．３０４頁，乙２７６号証２７．２８頁)。

しかし，ＴＲＤ工法は国士交通省が運用する「公共工事等における新技術

システム」において，河川の低水護岸に適用するものとして登録，活用効果

評価がなされているものの，越流しても破堤しないような堤防の強化に適用

が可能であることの確認ができないこと，河川堤防に詳しい論著（平成１６

年１月発行の雑誌「河川」における「河川堤防技術の変遷」と題する中島秀

雄氏の論稿）から，「複合型堤防を誤解した提案」として，人工材料を使用

した堤防強化対策の認識の誤り等について指摘されていること，ＴＲＤ工法

を含め一連の堤防で耐越水機能を確保する技術的知見が明らかになっていな

いことのため，而越水機能を確保するための堤防整備を行うことはできない

とされている（乙２７８号証の１の９．１０頁，乙２７８号証の２参考資料

⑦)。また，平成２０年１０月２７日に社団法人土木学会の「耐越水堤防整

備の技術的な実現性検討委員会」から出された報告書においても，「断面構

造ならびに長大な区間の安全性確保の観点からすると，堤防で越水が生じた

場合，計画高水位以下で求められる安全性と同等の安全性を有する構造物す

なわち耐越水堤防とすることは，現状では技術的に見て困難である」とされ

ているに３５４号証１３頁)。

１

群馬県における人ソ場ダムの治水上の必要性

上記１（１）（６～８頁）に述べたとおり，吾妻川合流地点から下流沿川の地

３

Ｔ

域は広大で平坦な地形を活かした可住地が多いことから，多くの市街地が形成さ

れており，下流沿川１１市町には約１３５万人の県民が居住しており，県内人口

約２００万人の７割を占める地域となっている。また，高崎市，前橋市，伊勢崎

市，太田市などは本県の中核都市であるとともに，首都圏経済とも密接に関わる

地域であり，関越自動車道や北関東自動車道などといった交通基盤の整備により，

今後，新たな企業立地等の発展が見込まれる地域でもある。

で
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一方，上記１（３）（９～１２頁）に述べたとおり，本県の利根川本川や各支

川では，昭和２２年９月のカスリーン台風での被害をはじめ，度重なる洪水被害

が発生しており，また，国士交通省の利根川水系浸水想定区域図や中央防災会議

「大規模水害対策に関する専門調査会」の報告（伊勢崎・太田沿川氾濫や渡良瀬

貯留型氾濫）において，県内でも多大な被害想定されることが公表されている（乙

谷

３４８号証２７頁，３２頁，４０頁)。

利根川は，広大な低平地が広がる関東平野を流れており，県内においても吾妻

jIl合流地点から下流の利根川沿いの堤内地（堤防によって洪水から守られている

住居等のある側の土地）は，堤防天端（堤防の一番高い部分）より地盤が低い地

域が多いことから，この地域の堤防が破堤し利根川が氾濫すれば，甚大な被害が

生じ県民生活や経済活動に大きな影響を与えることは明白である。

以上のことから明らかなように，洪水調節施設を有していない吾妻Ⅱ|流域にお

いて洪水時の流量を低減させる人シ場ダムは，利根川本ﾉ11の洪水時の流量を一連

の区間で低減させ水位を下げることができる洪水調節機能を有し，群馬県にとっ

て，治水対策上非常に重要な施設といえるのである。

第２利根川水系八斗島基準地点における基本高水のピーク流量の検証及び結果に

ついて

控訴人らは，利根川の八斗島基準地点における基本高水のピーク流量２万２００

０，３／秒という数値について，控訴理由書及び控訴人ら各準備書面において績々

述べていることから，参考に供するため国士交通省が実施した利根)||の基本高水の

ピーク流量の検証及びその結果について以下に述べることとする。

なお，利根川の八斗島基準地点における基本高水のピーク流量の検証は，本準備

書面第３（３４～５８頁）において後述する八シ場ダム建設事業自体の検証とは別

に並行して実施された。
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１基本高水のピーク流量の検証に至る経緯

平成２２年１１月，当時の馬淵澄夫国士交通大臣は八シ場ダムの建設が予定さ

れている利根川水系における流出計算モデル等の妥当性について検討すべき旨を

当時の国士交通省河川局に指示したことを表明した。

利根)||水系においては，平成１８年の「河川整備基本方針」（乙２２１号証）

策定時には，飽和雨量（降った雨が地面に浸透せずに全て流れ出す時点の降り始

めからの雨量の合計値（累加雨量)。以下「Ｒｓａ」という。なお，飽和雨量に

達していない場合であっても，降った雨が全て地面に浸透するわけではなく，一

定の割合（この割合を一次流出率（以下「ｆｌ」という。）という。）は流れ出

す｡）などの定数に関して検証までは行っていなかったこと等から，国士交通省

は，雨量データや流量データを点検した上，貯留関数法による現行の流出計算モ

デル（以下「現行モデル」という。）を点検し，蓄積されたデータや知見を踏ま

えて貯留関数法による新たな流出計算モデル（以下「新モデル」という。）を構

築し，新モデルを用いて八斗島基準地点における基本高水のピーク流量の検証を

行うこととした。

なお，国士交通省は，当該検証の際には学術的な観点からの評価が重要であり，

その評価には客観性と中立性の確保が不可欠であるとの考えから，政府から独立

して職務を行う第三者的な学術的機関である日本学術会議（わが国の人文・社会

科学，生命科学，理学・工学の全分野約８４万人の科学者を内外に対し代表する

機関で，２１０名の会員と約２０００名の連携会員によって構成されており，科

学の向上発達を図り，行政，産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目

的としている。日本学術会議法２条）に当該評価を依頼した（乙３５５号証の１

〃

の２頁，乙３５５号証の２の２６頁)。

２国士交通省による流出計算モデル・基本高水のピーク流量の検証について

（１）現行モデルの点検等
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まず，国士交通省では，現行モデルを用いて，洪水時の降雨実績から利根)|｜

の流量を再計算した（乙３５６号証１頁)。その結果，過去の主要な洪水につ

いて，現行モデルにより今回計算された流量は，おおむね過去に計算された流

量の再現ができたものの，昭和２２年９月洪水については，Ｒｓａを４８ｍｍ

（昭和３３年９月洪水及び昭和３４年８月洪水の再現計算で用いた値の平均値

と推定される｡）から過去の主要な洪水のうち最も大きな値である平成１０年

９月洪水の再現計算で用いた１２５ｍｍとした結果，八斗島基準地点における

ピーク流量が約３％減少したこと，現行モデルは，明治３４年から昭和４９年

までの観測データを用いているが，雨量及び流量の観測地点が少なく，時刻ご

とのデータの蓄積も少ないことから,近年のデータを活用する必要があること，

貯留関数法は，流域を小流域に分割した上で，定数を設定して，雨量データか

ら流量を計算するものであることから，近年の多くの観測データが活用できる

ようにするため，新たに水位・流量観測所等が小流域の下流端となるように分

割をして，計算値の精度の向上を図る必要があることなどの問題点が，現行モ

デルの点検等の結果として整理されたに３５６号証２頁)。

（２）新モデルの構築

国士交通省は，新モデルの構築に当たり，流域分割については，観測所が整

備されデータが蓄積されてきていることを踏まえ，より多くの地点で流量デー

タと計算値の適合性の検討を行うことにより，精度の高い計算値が得られるよ

う，既設ダム地点や水位・流量観測所等が下流端となるように分割するなどの

観点から，３９の小流域に分割した。

Ｒｓａ，ｆｌの定数の設定に当たっては，近年３０年間（昭和５３年～平成

１９年）のデータの中から，八斗島基準地点の流量が比較的大きい洪水（八斗

島基準地点の年最大流量の平均値に相当する３５００，３／秒を上回る１５洪

水。以下「流域定数解析洪水」という。）を用い，中流域（中流域は，浸透力

の高い第四紀火山岩地帯の分布等を考慮して奥利根流域，吾妻川流域，烏川流
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域及び神流川流域の４つとし，八斗島上流の３９の小流域をこの４つの中流域

に分けている｡）ごとに流域定数解析洪水の「平均的なＲｓａ」及び「ｆｌ」

を表８のとおり設定するなど，上記（１）（２６．２７頁）に述べた現行モデ

ルの点検結果等を踏まえて新モデルを構築した（乙３５６号証３～６頁)。
己

Ｕ

表８新モデルの平均的な飽和雨量（Ｒｓａ）及び－次流出率（ｆｌ）

（出典：利根川の基本高水の検証について（概要）（乙３５６号証５頁)）

※吾妻川流域の平均的な飽和雨量については，流域定数解析洪水の雨量に

おいて，飽和雨量が確認できなかったため，「飽和しない」とされている

が，同流域における降雨が全て地面に浸透するものではなく，当該降雨量

の４０％（－次流出率）は流れ出すと見込まれている。

（３）新モデルを用いた流出計算の結果

上記（２）（２７．２８頁）に述べた新モデルを用いて，昭和５５年の工事

実施基本計画策定時と同様に，八斗島基準地点における観測史上最大流量と総

合確率法による１／２００確率流量の計算を実施した結果，観測史上最大流量

（昭和２２年９月のカスリーン台風による洪水）は約２万１１００，３／秒，

Ｉ／２００確率流量は約２万２２００，３／秒となったに３５６号証８．９

頁)。

や

３日本学術会議における流出計算モデル・基本高水のピーク流量の検証に関する

学術的な評価

２８

中流域の名称 飽和雨量 －次流出率

奥利根流域 １５０ｍｍ ０．４

吾妻川流域 (飽和しない） ０．４

烏jll流域 ２００Inln ０．６

神流川流域 １３０１nｍ ０．６



上記２（２６～２８頁）に述べた国士交通省による流出計算モデル・基本高水

のピーク流量の検証に関する学術的な観点からの評価については，日本学術会議

において審議され，平成２３年９月１日付けの「河川流出モデル・基本高水の検

証に関する学術的な評価」（乙３５５号証の１．２）として，日本学術会議から

の回答が国土交通省に提出されている。以下，その概要を述べる。

（１）審議の経過

ｑ

日本学術会議では，士木工学・建築学委員会の下に設置された河川流出モデ

ル・基本高水評価検討等分科会（小池俊雄東京大学大学院教授を委員長とし，

河川水文学，森林水文学，河川工学，気象学分野等の１２名の専門家により構

成されている。以下「分科会」という。乙３５５号証の１の２頁，乙３５５号

証の２のｉ頁）において検討を行った。

分科会では，「既存の河川流出計算モデルの課題整理と新たに構築されてい

るモデルの評価」及び「過去の雨量・洪水実績など，計画の前提となっている

データ及び基本高水等について妥当性の評価」を審議の目的とし，①新モデル

の構築における留意事項を国士交通省に提示すること，②国士交通省によって

構築された新モデルに対して，分科会が評価軸を設定し，それぞれの軸に沿っ

て新モデルを評価すること，③京都大学及び東京大学が有する２つの異なる連

続時間分布型モデル（以下それぞれのモデルを「京大モデル」及び「東大モデ

ル」という。）を用いて昭和２２年の洪水流量の推定幅を推定し，その推定結

果と新モデルの結果を比較することという３つの方針を定めた（乙３５５号証

の１の４頁，乙３５５号証の２のｉｉ・iii頁，１．２頁)。

まず，分科会は，上記①の方針に従い，貯留関数法の適用による流出モデル

の構築に当たっては，流出モデルの頑健性を確保することを目的として，簡潔

なモデル構造と適切な数のパラメータの組合せを用いることなどの留意事項を

国士交通省に提示した（乙３５５号証の１の６頁，乙３５５号証の２の７～９

頁)。そして，国士交通省は，当該留意事項等に沿って，上記２（２）（２７

、

２９



・２８頁）に述べたとおり新モデルを構築した（乙３５５号証の１の８頁，乙

３５５号証の２の２頁，乙３５６号証３～６頁)。

次に，分科会は，上記②の方針に従い，学術的な先端性を有しているか，実

用技術としての成熟度・利用実績があるか，基礎方程式，数値計算手法におい

て誤りがないか，物理的妥当性を有しているか，異なる事例にあってもモデル

の適用`性が担保されているかという５つの評価軸を設定し，それぞれの軸に沿

って国士交通省が構築した新モデルを評価したに３５５号証の１の８頁，乙

３５５号証の２の２頁，９頁)。

なお，評価に当たっては，分科会が自ら現行モデル及び新モデルのプログラ

ム内容を確認するとともに，当該プログラムの動作確認を行っている。そして，

国士交通省が用いた雨量データセット（データ群）と分科会独自に作成した雨

量データセットとを用いてプログラムを実行させ，国士交通省から提出された

結果と比較するとともに，分科会における論点に対する解を得るための各種感

度分析（Ｒｓａ等の値を変化させ，その変化が洪水のピーク流量の計算結果に

与える影響を分析すること）を実施している（乙３５５号証の１の９～１４頁，

乙３５５号証の２の２頁，９～１６頁)。

最後に，上記③の方針に従い，いずれも貯留関数法ではない京大モデル及び

東大モデルを用いて，実際に洪水流量の観測データのある昭和３３年，３４年，

５７年及び平成１０年洪水の再現性を検討したところ，京大モデル及び東大モ

デルの適合性はともに良好で観測値とシミュレーション結果との間に経時的な

変化は見られなかったことなどから，両モデルを用いて，昭和２２年洪水の八

斗島基準地点でのピーク流量の推定値の幅を算出したに３５５号証の１の１

４．１５頁，乙３５５号証の２の１６．１７頁)。

（２）日本学術会議による流出計算モデル・基本高水のピーク流量の評価結果

ア新モデルの検証

分科会は独自に，新モデルの基礎方程式（流出計算を行うための計算式）

◆
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